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TP Alert 
タイの国別報告書オンラインレポー
トシステムが稼動開始  

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 
 

2022 年 1 月、タイ歳入局は、国別報告書（CbCR）の実施に関するより詳細な
情報をのように公表しました。 

− CbCR を歳入局に提出する際のガイドラインとなる歳入局長官告示第 419

号（以下「告示 419 号」）の公表 

− タイ国歳入局のウェブサイトで、納税者向けのオンライン CbCR システ
ムを開設、及び 

−  移転価格開示フォームに CbCR に関連する質問を含めるよう改訂 
 
 
告示 419号 
告示 419 号は、タイ歳入局の CbCR オンラインシステムに CbCR を登録及び
保存する際のガイドラインを提供するため、歳入局長官告示第 408号（以下
「告示 408号」）の追加・修正を行ったものです。 
 
タイ歳入局に CbCR を提出する必要がある企業は、タイ歳入局のウェブサイト
上の CbCR システムにログインすることで、いずれかの方法で提出することが
できます。 

− 本システムの登録時に取得したユーザー名とパスワードを使用するこ
と、又は 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tp-alert-thailands-online-cbcr-system-jan2022-eng2.pdf
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− 財務省のウェブサイトから Tax Single Sign On System にアクセスし、登録
時に受け取ったユーザー名とパスワードを使用してアクセスします 

 
CbCR システムを通じて情報を提出することを希望する企業は、上記の状況に
応じ、歳入局のウェブサイト又は財務省の税務シングルサインオンシステムの
いずれかを通じて登録申請を行う必要があります。 

 
CbCR 情報をシステムで送信すると、企業にはレシートが提供されます。 

 
CbCR システム 

CbCR システムは、タイ歳入局のウェブサイトにて運用が開始されています。 

上記のとおり、納税者はシステムにアクセスする前に登録申請を行う必要があ
ります。現在、システムには以下の情報欄があります。 

− CbCR システム登録者の連絡先 

− CbCR 通知 

− CbCR XML ファイルのロッジメント 

− XML ファイルのアップロード ：過去 5 回分のアップロードが表示されます 

− 代理親会社選任のお知らせ 

− 提出された情報の履歴 

 
同じ多国籍企業グループに所属する企業がタイに複数ある場合、CbCR 通知及
びその他の必要な情報等を提出するためにシステムに登録するのは 1 社で済む
ことになります。 

 
CbCR 通知 
 
告示 408 号に記載する CbCR ルールでは、CbCR 通知の提出要件に言及していま
せんが、CbCR 制度の一環として提出が求められています。CbCR 通知の要件
は、CbCR に関する法令上で多国籍企業グループの一部であるタイの企業や法
人格のあるパートナーシップに適用されます。重要なことは、この要件を決定
する際に、現地法人に適用される収益基準がないことです。登録企業は、CbCR

通知において、下記の情報を提供する必要があります。 

 
 
構成事業体一覧は、同一多国籍企業のうち、タイに所在する事業体のみを対象
としています。 これはタイ歳入局が、どの企業が本通達の対象となるかを把握
するためのものです。 

 
CbCR 通知は法規制に言及されていないため、法定期限は定められていませ
ん。しかし、タイ歳入局は、本通知を CbCR の提出期限（すなわち会計期間終
了後 12 カ月）までに提出するよう要請しています。 

親会社の所在国  

親会社 NID  

親会社名  

CbCR の報告主体 □ 最終的親会社(UPE) □ 代理親会社 (SPE) 

[SPE が報告企業である場合、以下ににご記入ください] 

国 ……………………………    NID………………………………. 名前………………………………….. 

該当年度 開始日 mm/dd/yyyy 終了日 mm/dd/yyyy 

本通知に記載される構成主体リ
スト 

[添付ファイル] 

https://etax.mof.go.th/


 
タイ歳入局は、CbCR 通知やシステムマニュアルを発行しており、今後、CbCR

ローカルガイドラインマニュアル及びよくある質問に対する回答などを提供す
る予定です。 

 
移転価格開示フォーム 

収益が 2 億タイバーツ以上の納税者が提出を求められる移転価格開示フォーム
が更新され、納税者の CbCR 申請ポジションに関連する質問が追加されまし
た。 その質問とは下記のとおりです。 

この情報は、CbCR システムを通じて CbCR 通知で提供される情報とある程度重
複しています。 しかし、上述のとおり、CbCR システムで情報を提供する必要
があるのは、タイにおける多国籍企業グループ内の 1 つの企業のみです。 重要
なのは、移転価格開示フォームは収益が 2 億バーツ以上の納税者のみに求めら
れるのに対し、CbCR 通知は、CbCR に関する法令上において MNE グループの一
部である納税者であれば、上述の収益基準以下の納税者にも適用されるという
点です。 

 
移転価格開示フォームに正しい情報を記載しなかった場合、最高 20 万バーツ
の罰金が科せられますが、CbCR 通知に情報を記載しなかった場合は、法律に
規定されていないため、罰金は適用されません。 

納税者が国別報告書を提出する義務のある多
国籍企業又は法人格のあるパートナーシップ
の一員である。 

□ はい □ いいえ 

 
「はい」の場合、どの会社又は法人格を有するパートナーシップが報告書提出の責
任を負っていますか？ 
 
名前: …………………  申請の国又は経済ゾーン 

 
□ タイ 

 
□その他、国又は経済ゾ
ーンをご指定ください。
……………………….. 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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